


第
五
十
九
条
の
二
第
一
一
項
、
第
六
十
条
の
三
第
こ
項
た
だ
し
書
、
第
六
十
七

条
の
三
第
三
項
第
二
号
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
第
二
号

、
第
六
十
八
条
の
三
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
五
の
三
第
二
項
、
第
六
十
八

条
の
七
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
八
十
六
条
の

二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
許
可
、
同
法
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
、
同
法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
一
項
、
第
八
十
六
条
の
二
第

一
項
並
び
に
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
並

び
に
同
法
第
三
十
九
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
九
条
第
一
項

、
第
四
十
九
条
の
二
、
第
五
十
条
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
十

八
条
の
九
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
る
処
分

三

，(
略
)

四
都
市
緑
地
法
(
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
)
第
十
四
条
第
一
項
及

び
剣
ヨ
叶
到
剣
剣
斗
明
引
制
の
許
可
並
び
に
同
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第

三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
る
処
分

玉
i
二
十
七
(
略
)

(
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
)

第
三
条
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
，法

令
に
基
づ
く
制
限
で
政
令
で
定
め

る
も
の
は
、
宅
地
又
は
建
物
の
貸
借
の
契
約
以
外
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
法
律
の
規
定
合
」
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
を
含

む
。
)
に
基
づ
く
制
限
で
当
該
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
及
び
都
市
計
，画

法

施
行
法
(
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
一
号
)
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
な

'お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
緑
地
地
域
内
に
お
け
る
建
築
物
又

は
土
地
に
関
す
る
工
事
若
し
く
は
権
利
に
関
す
る
制
限
(
同
法
第
三
十
六
条
及

び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
る

項
、
第
六
十
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
第
二
号

、
第
六
十
八
条
、第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
第
三
号
、

‘第
六
十
八
条
の
ご
一
第

四
項
、
第
六
十
八
条
の
五
の
三
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
五
項
、
第
八

十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項

の
許
可
、
同
法
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
、
同
法
第
八

十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
八
十
六

条
の
八
第

'一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
並
び
に
同
法
第
三
十
九
条

第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
九
条
第
一
一
唄
、
第
四
十
九
条
の
二
、

第
五
十
条
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
の
九
の
規
定
に
基

づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
る
処
分

'

三

(

略

)

四
都
市
緑
地
法
(
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
)
第
十
四
条
第
一
項
及

び
第
三
十
五
条
第
三
項
各
号
の
許
可
並
び
に
同
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第

三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
る
処
分

~

五
i
二
十
七
{
略
)

(
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
一
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
)

第
三
条
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
で
政
令
で
定
め

る
も
の
は
、
宅
地
又
は
建
物
の
貸
借
の
契
約
以
外
の
契
約
広
つ
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
法
律
の
規
定
(
こ
れ
ら
の
・規
定
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
を
含

む
。
)
に
基
づ
く
制
限
で
当
該
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
及
び
都
市
計
画
法

施
行
法
(
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
一
号
)
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
緑
地
地
域
内
に
お
け
る
建
築
物
又

は
土
地
に
関
す
る
ヱ
事
若
し
く
は
権
利
に
関
す
る
制
限
(
同
法
第
二
十
六
条
及

び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
る



も
の
と
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
)

で
当
該
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
と
す
る

一
都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一

項
、
第
四
十
一
条
第
二
項
、
第
四
十
二
条
第
一
一
項
、
第
四
十
三
条
第
一
項

1

第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
(
同
法
第
五
十
七
条
の
三

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
五
十
二
条
の
三
第
二
項

及
び
第
四
項
(
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
五
十
七
条
の
四
及
び
密
集
市
街
地

に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
百
八
十
四
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
、
第
五
十
三
条
第

一
項
、
第
五
十
七
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十

八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
五
条
第
一
項
並
び
に
第
六
十
七
条

第

一

項

及

び

第

三

項

・

-

ニ
建
築
基
準
法
第
三
十
九
・
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
三
条
の
二
、

第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
玉
条
第
一
一
項
、
第
四
十
七
粂
、
第
四
十
八
条

第
一
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
(
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
四
十
九
条
(
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
四
十
九
条
の
二
(
同
法
第
八
十
八
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
玉
十
条
(
同
法
第
八
十
八
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
五
十
二
条
第
一
項
か
ら

第
十
四
項
ま
で
、
第
五
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
五
十
三
条
の

一
一
第
一
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
五
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
六
条
の
二
、
第
五
十
七
条
の
二
第
二
一項

、
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
、
第
五
十
七
条
の
玉
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十

九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
条
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
六
十
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
(
同
法
第
八
十

も
の
と
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
)

で
当
該
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
と
す
る

都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一

項
、
第
四
十
一
条
第
二
項
、
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
第
一
一
項
、

第
五
十
二
条
の
二
第
一
一
項
(
同
法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含

b
。
)
、
第
五
十
二
条
の
三
第
二
項
及
び
第
四
項
(
こ
れ
ら

の
規
定
を
同
法
第
五
十
七
条
の
四
及
び
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の

整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
、
第
五
十
三
条
第
一
項
、
第
五
十
七
条
第

二
項
及
び
第
四
項
、
第
五
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び

第
二
項
、
第
六
十
五
条
第
一
項
並
び
に
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項

建
築
基
準
法
第
三
十
九
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
三
条
の
二
、

第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
一
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条

第
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
(
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
四
十
九
条
(
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
V

、
第
四
十
九
条
の
二
(
同
法
第
八
十
八
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
五
十
条
(
同
法
第
八
十
八
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
五
十
二
条
第
一
項
か
ら

第
十
四
項
ま
で
、
第
五
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
玉
十
三
条
の

二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
五
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
六
条
の
二
、
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項

、
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
、
第
五
十
七
条
の
玉
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十

九
条
第
一
項
及
。
第
二
項
、
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
条
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
六
十
条
の
二
第
一
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
(
同
法
第
八
十



八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
及
び
第
六
項
、
第
六
十

条
の
三
第
一
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
(
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
六
千
一
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
七

条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
第
一
項
か
ら

.第
四
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
項
(
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
六
十

八
条
の
九
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
七
十
六
条
の
三

第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
八
十
六
条
の
二
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
及
び
第
三
項

三

(

略

)

四
都
市
緑
地
法
第
八
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
条
第
一
項
、

第
二
十
九
条
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
六
条

、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
第
五
項
並
び
に
第
五
十

四
条
第
四
項

玉
1
三
十
七
t

(
略
)

(
略
)

。，“・

q
u

八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
及
び
第
六
項
、
第
六
十

条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
(
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
七

条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
第
一
項
か
ら

第
四
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
項
(
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
六
十

八
条
の
九
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
七
十
六
条
の
三

第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
一
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
八
十
六
条
の
二
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
及
び
第
三
項

三

(

略

)

四
都
市
緑
地
法
第
八
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
条
第
一
一
項
、

第
二
十
九
条
、
第
三
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
か
ら
第

刈
明
剖
寸
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一

条
第
五
項
並
び
に
第
五
十
四
条
第
四
項

玉
i
三
十
七
(
略
)

(
略
)
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